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絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
総
理
府
令
第
九
号
）
（
抄
）

(

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
譲
渡
し
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

（
譲
渡
し
等
の
禁
止
の
適
用
除
外
）

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

二

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
察
の
責
務
と
し
て
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

定
す
る
警
察
の
責
務
と
し
て
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

三

検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る

検
察
官
の
職
務
と
し
て
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

四

第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
捕
獲
等
を
し
た
生
き
て

三

第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
捕
獲
等
を
し
た
生
き
て

い
る
個
体
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合
（
譲
受
け
又
は
引
取
り
を
し
た
者
が

い
る
個
体
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合
（
譲
受
け
又
は
引
取
り
を
し
た
者
が

、
当
該
譲
受
け
又
は
引
取
り
を
し
た
後
三
十
日
以
内
に
、
環
境
大
臣
に
届

、
当
該
譲
受
け
又
は
引
取
り
を
し
た
後
三
十
日
以
内
に
、
環
境
大
臣
に
届

け
出
た
も
の
（
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
譲
受
け
又
は
引
取
り
を

け
出
た
も
の
（
国
の
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
譲
受
け
又
は
引
取
り
を

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
）
に
限
る
。
）

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
に
通
知
し
た
も
の
）
に
限
る
。
）

五

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五

号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
収
容
さ
れ
た
生
き
て
い
る
個
体
の

譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

六

次
に
掲
げ
る
行
為
に
伴
っ
て
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

四

次
に
掲
げ
る
行
為
に
伴
っ
て
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

イ

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

イ

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り

指
定
さ
れ
た
土
地
の
管
理
を
行
い
、
又
は
当
該
土
地
に
お
い
て
同
法
第

指
定
さ
れ
た
土
地
の
管
理
を
行
い
、
又
は
当
該
土
地
に
お
い
て
同
法
第

一
条
に
規
定
す
る
砂
防
工
事
を
行
う
こ
と
。

一
条
に
規
定
す
る
砂
防
工
事
を
行
う
こ
と
。

ロ

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

ロ

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

す
る
海
岸
保
全
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
。

定
す
る
海
岸
保
全
施
設
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と
。

ハ

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区

ハ

地
す
べ
り
等
防
止
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区

域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り

域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り

防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

ニ

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に

ニ

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に

規
定
す
る
河
川
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
当
該
区
域
内
に
お
い
て

規
定
す
る
河
川
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
当
該
区
域
内
に
お
い
て
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同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
河
川
工
事
を
行
う
こ
と
。

同
法
第
八
条
に
規
定
す
る
河
川
工
事
を
行
う
こ
と
。

ホ

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

ホ

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊

四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊

危
険
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急

危
険
区
域
の
管
理
を
行
い
、
又
は
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急

傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

ヘ

森
林
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
又
は
地
す

ヘ

森
林
法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
又
は
地
す

べ
り
等
防
止
法
に
基
づ
く
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

べ
り
等
防
止
法
に
基
づ
く
ぼ
た
山
崩
壊
防
止
工
事
を
行
う
こ
と
。

ト

文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
財
の

ト

文
化
財
保
護
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
財
の

指
定
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
有
形
民
俗
文
化

指
定
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
有
形
民
俗
文
化

財
の
指
定
、
同
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史
跡
名
勝
天
然

財
の
指
定
、
同
法
第
百
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史
跡
名
勝
天
然

記
念
物
の
指
定
若
し
く
は
同
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史

記
念
物
の
指
定
若
し
く
は
同
法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
史

跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定
の
た
め
の
行
為
又
は
同
法
第
九
十
二

跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定
の
た
め
の
行
為
又
は
同
法
第
九
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
蔵
文
化
財
を
調
査
す
る
こ
と
。

条
第
一
項
に
規
定
す
る
埋
蔵
文
化
財
を
調
査
す
る
こ
と
。

チ

第
一
条
の
二
第
四
号
ウ
に
掲
げ
る
行
為

チ

第
一
条
の
二
第
四
号
ウ
に
掲
げ
る
行
為

リ

非
常
災
害
に
対
す
る
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
の
行
為

リ

非
常
災
害
に
対
す
る
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
の
行
為

七

個
体
の
保
護
の
た
め
の
移
動
又
は
移
植
を
目
的
と
し
て
当
該
個
体
の
譲

五

個
体
の
保
護
の
た
め
の
移
動
又
は
移
植
を
目
的
と
し
て
当
該
個
体
の
譲

渡
し
等
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
行
為
に
伴
う
も
の

渡
し
等
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
行
為
に
伴
う
も
の

イ

砂
防
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
に
お

イ

砂
防
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
土
地
以
外
の
土
地
に
お

い
て
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と

い
て
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
砂
防
設
備
に
関
す
る
工
事
を
行
う
こ
と

。

。

ロ

河
川
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
以
外
の
区
域
に
お

ロ

河
川
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
区
域
以
外
の
区
域
に
お

い
て
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
河
川
管
理
施
設
の
工
事
を
行

い
て
同
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
河
川
管
理
施
設
の
工
事
を
行

う
こ
と
。

う
こ
と
。

ハ

雪
崩
の
防
止
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ
と
又
は
火
山
地
、
火
山
麓
若

ハ

雪
崩
の
防
止
の
た
め
の
工
事
を
行
う
こ
と
又
は
火
山
地
、
火
山
麓
若

し
く
は
火
山
現
象
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域

し
く
は
火
山
現
象
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域

に
お
い
て
土
砂
の
崩
壊
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
土
石
流
発

に
お
い
て
土
砂
の
崩
壊
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
土
石
流
発

生
監
視
装
置
、
測
定
機
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
工
作
物
を
設
置

生
監
視
装
置
、
測
定
機
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
工
作
物
を
設
置

す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

ニ

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

ニ

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

に
規
定
す
る
都
市
公
園
又
は
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
園
、
緑
地

号
）
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
公
園
、
緑
地

若
し
く
は
墓
園
（
以
下
「
都
市
公
園
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、

若
し
く
は
墓
園
（
以
下
「
都
市
公
園
等
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、

又
は
管
理
す
る
こ
と
。

又
は
管
理
す
る
こ
と
。
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ホ

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に

ホ

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に

規
定
す
る
公
共
下
水
道
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
又
は

規
定
す
る
公
共
下
水
道
、
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
又
は

同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
（
以
下
「
下
水
道
」
と
い
う
。

同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都
市
下
水
路
（
以
下
「
下
水
道
」
と
い
う
。

）
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

）
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

ヘ

道
路
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

ヘ

道
路
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
こ
と
。

２

法
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号

２

法
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

次
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
で
あ
っ
て
、
漁
業
法

六

次
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
で
あ
っ
て
、
漁
業
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
若
し
く
は
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三

く
は
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四

百
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
省
令
若
し
く
は
規
則
に
基
づ
き

れ
た
省
令
若
し
く
は
規
則
に
基
づ
き
適
法
に
採
捕
さ
れ
た
個
体
若
し
く

適
法
に
採
捕
さ
れ
た
個
体
若
し
く
は
漁
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規

は
漁
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
っ
て
採
捕
さ

定
に
よ
る
指
示
に
従
っ
て
採
捕
さ
れ
た
個
体
又
は
こ
れ
ら
の
個
体
か
ら

れ
た
個
体
又
は
こ
れ
ら
の
個
体
か
ら
繁
殖
さ
せ
た
も
の
の
譲
渡
し
等
を

繁
殖
さ
せ
た
も
の
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

す
る
場
合

イ
～
ヌ

（
略
）

イ
～
ヌ

（
略
）

七

次
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
で
あ
っ
て
繁
殖
さ
せ
た

七

次
に
掲
げ
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
で
あ
っ
て
繁
殖
さ
せ
た

も
の
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

も
の
の
譲
渡
し
等
を
す
る
場
合

イ

キ
ン
キ
ル
ラ
属
（
チ
ン
チ
ラ
属
）
全
種

イ

キ
ン
キ
ル
ラ
属
（
チ
ン
チ
ラ
属
）
全
種

ロ

ロ
フ
ォ
フ
ォ
ル
ス
・
イ
ン
ペ
ヤ
ヌ
ス
（
ニ
ジ
キ
ジ
）

ロ

ロ
フ
ォ
フ
ォ
ル
ス
・
イ
ン
ペ
ヤ
ヌ
ス
（
ニ
ジ
キ
ジ
）

ハ

ロ
フ
ラ
・
ス
ウ
ィ
ン
ホ
イ
イ
（
サ
ン
ケ
イ
）

ハ

ロ
フ
ラ
・
ス
ウ
ィ
ン
ホ
イ
イ
（
サ
ン
ケ
イ
）

ニ

ス
ュ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
エ
ル
リ
オ
テ
ィ
（
カ
ラ
ヤ
マ
ド
リ
）

ニ

ス
ュ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
エ
ル
リ
オ
テ
ィ
（
カ
ラ
ヤ
マ
ド
リ
）

ホ

ス
ュ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
ミ
カ
ド
（
ミ
カ
ド
キ
ジ
）

ホ

ス
ュ
ル
マ
テ
ィ
ク
ス
・
ミ
カ
ド
（
ミ
カ
ド
キ
ジ
）

ヘ

ス
ト
ル
テ
ィ
オ
・
カ
メ
ル
ス
（
ダ
チ
ョ
ウ
）

ト

令
別
表
第
二
の
表
二
の
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
科
、
き
ょ
う
ち
く
と
う
科

ヘ

令
別
表
第
二
の
表
二
の
り
ゅ
う
ぜ
つ
ら
ん
科
、
き
ょ
う
ち
く
と
う
科

、
サ
ボ
テ
ン
科
、
べ
ん
け
い
そ
う
科
、
そ
て
つ
科
、
と
う
だ
い
ぐ
さ
科

、
サ
ボ
テ
ン
科
、
べ
ん
け
い
そ
う
科
、
そ
て
つ
科
、
と
う
だ
い
ぐ
さ
科

、
フ
ォ
ウ
キ
エ
リ
ア
科
、
ゆ
り
科
、
う
つ
ぼ
か
ず
ら
科
、
ら
ん
科
又
は

、
フ
ォ
ウ
キ
エ
リ
ア
科
、
ゆ
り
科
、
う
つ
ぼ
か
ず
ら
科
、
ら
ん
科
又
は

サ
ラ
セ
ニ
ア
科
に
掲
げ
る
種

サ
ラ
セ
ニ
ア
科
に
掲
げ
る
種

八

（
略
）

八

（
略
）


